
新県立中央図書館整備事業設計業務委託に係る公募型プロポーザル

公開プレゼンテーション 傍聴者募集要項（詳細版）

１ 日時

令和４年２月 19 日（土）

・時間は多少前後する場合があります。

２ 場所

〒422-8019 静岡県静岡市駿河区東静岡２丁目３－１

静岡県コンベンションアーツセンター（グランシップ）９階

メイン会場 910 会議室 （サテライト会場 904 会議室）

受付場所 904 会議室

３ 定員

メイン会場 定員 48名

注意事項

⑴ 傍聴は事前申込制とします。

⑵ 定員を超えた申込みがあった場合、抽選で傍聴者を決定させていただきます。

⑶ 抽選に外れてしまった方を対象に、サテライト会場（定員 36 名）の御案内をしま

す。サテライト会場は、プレゼンテーション及びヒアリングの中継映像と音声を視聴

できます。サテライト会場の定員を超える場合も、抽選で傍聴者を決定させていただ

きます。

⑷ 新型コロナウィルス感染症の拡大状況によっては、抽選後に定員の削減をする場

合がありますので御了承ください。

⑸ 発表者及び発表者が所属する企業若しくは設計共同体又は協力会社の企業に所属

する方の傍聴はできません。

入場受付開始時刻 午前 10 時 15 分

開始時刻
・あいさつ

・注意事項の説明等
午前 10 時 45 分

プレゼンテーション

及びヒアリング

１番目の発表者 午前 10 時 50 分から午前 11時 30 分

２番目の発表者 午前 11 時 40 分から午後 ０時 20分

３番目の発表者 午後 １時 00分から午後 １時 40分

４番目の発表者 午後 １時 50分から午後 ２時 30分

５番目の発表者 午後 ２時 50分から午後 ３時 30分

６番目の発表者 午後 ３時 40分から午後 ４時 20分

終了時刻 午後 ４時 20分



４ 申込方法

別紙の公開プレゼンテーション傍聴申込書に必要事項を記入の上、メール、ファクシミ

リ、郵送のいずれかの方法により下記の申込先にお申込みください。

申込先

静岡県教育委員会社会教育課新図書館整備室

所 在 地 〒420-8601 静岡県静岡市葵区追手町９－６

電話番号 054-221-3676

FAX 番号 054-221-3362

メールアドレス new_lib@pref.shizuoka.lg.jp

５ 申込期限

令和４年２月３日（木）午後５時（必着）

６ 申込結果等の連絡

⑴ 抽選により、当選された方には、令和４年２月７日（月）までに申込書記載のメール

アドレス宛て（メールアドレスをお持ちで無い場合は電話番号宛て）に連絡いたします。

なお、抽選に外れた場合の連絡はいたしません。

⑵ 「new_lib@pref.shizuoka.lg.jp」からのメールが受信できるようにお手持ちの機器

の設定をお願いします。

⑶ 申込結果等の連絡後に定員の削減をする場合には、申込書記載のメールアドレス宛

て（メールアドレスをお持ちで無い場合は電話番号宛て）に連絡するとともに、定員が

削減となったことをホームページでお知らせします。

７ 公開の中止

⑴ 台風・地震等の自然災害、新型コロナウィルス感染症の拡大状況等のやむを得ない事

由により、公開を中止する場合があります。

⑵ 申込結果等の連絡後に公開を中止する場合には、申込書記載のメールアドレス宛て

（メールアドレスをお持ちで無い場合は電話番号宛て）に連絡するとともに、公開の中

止をホームページでお知らせします。

８ その他の注意事項

公平なプレゼンテーション及びヒアリングとするため、傍聴する方には下記のお願いを

しております。よく理解した上で申込みをお願いします。

⑴ プレゼンテーションや質疑応答の行われている間は静かに傍聴してください。

⑵ 声援、拍手その他の方法により、賛否を表明する行為はしないでください。

⑶ プレゼンテーション及びヒアリングの進行の妨げになる行為であると事務局が判断
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した場合は、退出いただく場合があります。

⑷ 会場内での写真撮影、録画、録音、及び傍聴した内容の SNS 等への投稿はしないでく

ださい。

⑸ 発表者や審査員への接触（声掛け、メモの受け渡し、電話、メール等の情報を伝える

行為）は行わないでください。

⑹ 傍聴される方からの質疑や意見はお受けできません。

⑺ 発表する事業者名と提案内容は前日まで非公表となります。

⑻ プレゼンテーションのスケジュール上、昼の休憩時間を午後０時 20 分から午後１時

00分（予定）としています。

⑼ 全参加者のプレゼンテーション及びヒアリング終了後、会場で審査委員会を行いま

す。審査委員会は非公開のため傍聴できませんので、案内がありましたら退室をお願い

します。

⑽ 審査結果は後日公表となります。

⑾ 後日公開するプレゼンテーション及びヒアリングの撮影をするため、メイン会場の

傍聴者の方が映り込む場合があります。


